
企画競争実施の公示 

 

令和２年１月２７日 

法 務 省 矯 正 局 

 

次のとおり企画競争を実施しますので，提案書の提出を招請します。 

１ 業務概要 

（１）委託業務名 

矯正総合情報通信ネットワークシステムの基本計画に関する調査研究等業務 

（２）業務内容 

矯正局における業務，システム利用上・運用上の課題及びニーズ等について必要

な調査・分析を行い，本システムにおける最適な再構築の在り方を検討し，それら

を具体化するための基本計画の策定を行うほか，当局における要件定義に向けた必

要な支援を行う。 

（３）契約期間 

契約締結日から令和３年７月３０日まで 

 

２ 企画競争参加資格要件 

  本調達の受託者は，次に掲げる条件の全てを満たしていること。 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお，未成年，

被補佐人又は被補助人であって，契約締結のために必要な同意を得ている者は，同

条中，特別な理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）令和元・２・３年度法務省競争参加資格（全省庁統一資格）の「物品の製造」，

「物品の販売」又は「役務の提供等」においてＡ又はＢの等級に格付けされた競争

参加資格を有する者であること。 

（４）情報セキュリティ管理体制について，本業務を遂行する組織又は提供サービスに

おいて，情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度に基

づくＩＳＭＳ認証（ISO/IEC27001：2013（JIS Q 27001：2014））を取得しているこ

と。または，これらと同等以上の情報セキュリティに関する資格及び体制を有して

いること。 

（５）受託者は，本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は継承させないこ

と。 

（６）受託者は本調達仕様書の作成に関与した政府ＣＩＯ補佐官（法務省担当）が現に

属する事業者及びその関連事業者（「財務諸表等の用語，様式及び作成方法に関す

る規則」（昭和３８年大蔵省令第５９号）第８条に規定する親会社及び子会社，同

一の親会社を持つ会社並びに緊密な利害関係を有する事業者）ではないこと。 



（７）受託者はデジタル・ガバメント推進標準ガイドライン第３編第６章３．１）クｂ）

の入札制限に該当する事業者ではなく，また，本件業務の再委託先としないこと。 

 

３ 契約候補者の選定方法 

本業務の契約候補者は，企画競争説明書「第３ 企画競争参加に係る提出物」に沿

って必要な資料を提出した者の中から選定する。 

選定に当たっては，提案書に記載された内容のほか，提案書説明会におけるプレゼ

ンテーション及び質疑応答結果を加味し，提案評価基準表に沿って，同提案書の評価

を行い，その評価点が最も高い者を候補者とする。 

 

４ 手続等 

（１）担当部局 

法務省矯正局総務課情報システム管理係（担当：岡下） 

東京都千代田区霞が関一丁目１番１号中央合同庁舎第６号館Ａ棟１４階 

電話番号：０３－３５８０－４１４７（直通） 

E-mail：kyosei-jokan@i.moj.go.jp  

（２）企画競争説明書及び仕様書の配布 

上記（１）の担当部局において，令和２年１月２７日（月）から同年２月２８日

（金）まで行う。電子データでの送付を希望する場合は，同連絡先に申し出ること。 

（３）企画競争説明会の開催 

企画競争説明会を開催し，本業務に関する企画競争説明書及び仕様書について，

説明を行う。 

ア 日程 

令和２年１月３１日（金）午前１０時 

イ 開催場所 

中央合同庁舎第６号館Ａ棟１４階 矯正局会議室 

（４）提案書等の提出 

ア 提出期限 

令和２年３月９日（月）午後５時まで 

イ 提出方法 

持参又は郵送等により，担当職員に提出すること。 

なお，郵送等により提出する場合は，書留郵便等により，提出期限必着で送付

すること。 

（５）提案書説明会の開催 

提案書の内容に対する理解を深めるため，提案書説明会を開催し，提案内容に関

するプレゼンテーション及び質疑応答を行う。 

ア 日程 



令和２年３月１８日（水）を予定している。 

詳細については，別途連絡する。 

イ 説明者 

提案書説明会においては，業務を受託した場合に実施責任者の役割を担うこと

を予定する者が主たる説明を行うこと。 

ウ 配布資料の作成 

提案書は，提案書の要点をまとめたサマリー（１５ページ以内）を１０部準備

し，配布すること。 

（６）提案に係る経費 

提案書等提出資料の作成，提案書説明会への参加など，企画提案を行うために発

生した経費は，その一切を提案者の負担とする。 

 

５ 提案書の無効 

上記２の参加資格を満たさない者が提出した提案書，又は企画競争説明書に従った

内容でない提案書は無効とする。 

 

６ その他 

その他の詳細は，企画競争説明書及び仕様書による。 

 


